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７月１日（火）～

第１９回JIMTEF災害医療研修ベーシックコース

を受講 しました
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わたSHIGA輝く障スポに参加しました

７月５日（土）

尿漏れ・ 尿失禁イントロダクションセミナー

を開催しました 

７月２３日（水）

被災者支援に関する協定についての会議に参加しました

７月２８日（月）

青年東海北陸ブロック会議に参加しました

９月２１日（日）

青年東海北陸ブロック会議に参加しました

広告主インタビュー（株）東海様

鍼供養報告
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７月５日（土）

尿漏れ・尿失禁イントロダクションセミナー

を開催しました（オンライン） 　 　学術部長　木村真梨

　SR鍼灸グループ総院長の伊佐治景悠先生をお招きして尿漏れ・尿失禁イントロダ

クションオンラインセミナーを開催しました。

　第一部は、尿漏れ・尿失禁の基礎

　第二部は、尿漏れ・尿失禁の臨床〜カルテ記載の方法と症例報告の書き方〜

の講義をしていただきました。

　今回は伊佐治先生のご提案もありイブニン

グセミナーでの開催となりました。例年大盛

況で今年は学生さんの参加もありました。

　第一部では排尿に関与する抗利尿ホルモン

がバソプレッシンを放出させ排尿を促進する

機能や神経支配、畜尿や排尿のメカニズムに

ついて基礎的な説明がありました。

　症例報告の際にも必要となる過活動膀胱の

評価としてはOABSSが有用であること、国

際前立腺症状スコア（IPSS）やQOLスコア

での評価方法も教えて頂きました。

　第二部では実際に治療された際の研究報告

を交えながら症例報告の仕方や抄録の記載方

法について教えて頂きました。

　頻尿や前立腺手術後の尿意切迫感や尿失禁

に対しても中リョウ穴の刺鍼が有用であると

のこと。また、セルフケアとして寝る前に３

壮セルフ灸をすることで夜間頻尿の回数が減

少すると教えて頂きました。

　ほかにも骨盤底筋体操も患者さんにアドバ

イスされているそうです。

　尿漏れ・尿失禁の患者さんに是非みなさん

おすすめされてみては如何でしょうか？

令和８年度も伊佐治先生による

オンラインセミナーを開催予定！

生殖器や泌尿器に関して

訊きたいことがあれば事務局まで

ご連絡ください！
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　オンライン開催期間（7月1日～7月31日）に自宅で受講しました。講義の内容は

「災害と栄養」や「災害時のメンタルヘルスケア」「災害と感染症」など20項目に渡

り他職種の活動を学ぶことができました。

　いつ何処で起こるかもしれない災害。もしもの時に鍼灸師に何ができるのか？災害

現場において、被災者への対応は、個人レベルでは限界があると思います。

　他業種の医療従事者と連携をする事により、一人でも多くの被災者に寄り添える様

にと思い受講しました。

　日頃から、家族との連絡手段の確認、身の安全の為に避難経路の確認、避難所での

生活の為に最低限の所持品等を用意すること。そして地域住民との連携が大切だと改

めて思いました。

　また、重症の負傷者の搬送は、救急車やヘリで飛行場まで送られ、自衛隊の輸送機

に収容されるのですが、重症患者の定員は3人程と知り驚きました。

以下の写真は、30年前（1995年1月17日）に発生した阪神淡路大震災のボランティ

アに初めて参加した時の写真です。

７月１日（火）～

第１９回JIMTEF災害医療研修ベーシックコースを受講 
六甲鍼灸院・接骨院　井口清彦

母校の同窓会「たには会東海支部」より有志を募って参加

↑本人 施術風景

https://www.canva.com/design/DAGNAN7wymo/Hr8kf1lXYD0z_SocSEnFhg/edit#page-0
https://www.canva.com/design/DAGNAN7wymo/Hr8kf1lXYD0z_SocSEnFhg/edit#page-0
https://www.canva.com/design/DAGNAN7wymo/Hr8kf1lXYD0z_SocSEnFhg/edit#page-0
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JIMTEFとは・・・ 

　公益財団法人国際医療技術財団（JIMTEF)とは、保健医療分野の課題の解決に必

要不可欠な医療技術の振興、医療技術者の育成及び医療サービスの改善に取り組んで

いる国際協力NGOです。

　様々な活動が行われていますが、その中の一つに「災害医療研修」があります。医

療技術分野のネットワークを活用し、大規模災害発生時の多種多様な状況に適切に対

応できる技術・知識を有する医療技術者の育成を図っています。

　～研修内容～

　ベーシックコース：災害医療の対応の基礎知識を学びます（オンライン）

　アドバンスコース：ベーシックコースで学んだ知識を演習にて知識と技術を学びま

　　　　　　　　　　す（対面）

　スキルアップコース：指揮系統の確立を目的に地域災害医療

　　　　　　　　　　　コーディネーターとして活動できること

　　　　　　　　　　　を学びます（対面）

　災害時におけるはり師きゅう師の救護活動に関する協定書の締結に向けての会議

が、岐阜県庁で開かれたので危機管理副部長の藤吉徳孝先生と参加しました。

　まず初めに県職員を対象に令和６年能登半島地震で具体的な支援活動を行った内容

やDSAM（災害支援鍼灸マッサージ師合同委員会）との関わりなどをスライドにて説

明しました。その後協定を締結した石川県や静岡県の協定書を参考に協議を行いまし

た。

　東海北陸ブロックでは岐阜県だけが協定を締結していません。災害救助法第4条第1

項に基づく救助の実施として⑥医療（施術）・助産の項目があり、鍼灸師は鍼灸施術を

行うことができます。協定を締結することにより有償で活動を行うことができたり、

県の災害対策本部に加わることができたりして支援が必要な被災者に活動を行うこと

ができます。

　現在は、協定書の締結の可否について県からの回答を待っている状態です。DSAM

との関わりもあることから（公社）岐阜県鍼灸マッサージ師会会長に協定締結につい

てお伺いを立てたところ、一緒に活動を行っていただけることになりました。

進捗状況は随時ご案内いたしますので、会員の皆様には支援活動のご協力をお願い申

し上げます。

７月２３日（水）

被災者支援に関する協定についての会議に参加しました
危機管理部長　高田幸枝

　研修会の受講を希望される方は事務局
までご連絡ください。受講費用や交通費
等を予算内で支給いたします。
　ただし、会報誌への投稿や発災の際、
活動に参加協力をしていただける方に限
ります。

会長　高田幸枝

https://www.canva.com/design/DAGNAN7wymo/Hr8kf1lXYD0z_SocSEnFhg/edit#page-0
https://www.canva.com/design/DAGNAN7wymo/Hr8kf1lXYD0z_SocSEnFhg/edit#page-0


７月２４日（木）

令和７年度全国学術部長会議に出席しました
　学術部長　木村真梨
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開催日時：令和７年７月２４日（木） ２０：００〜２１：３０
開催会場：ZOOMによるオンライン
会議同席者：日本鍼灸師会理事、各都道府県学術部長、会長　
 　　　　　  全日本鍼灸学会より教育研修部長
                ３４都道府県　計４２名

議 題
 １． 学術研修担当副会長　挨拶
 ２． 学術・研修委員会 挨拶
 ３． 全国研修・学術担当者顔合わせ
 ４． 意見交換（アンケート報告および質疑応答等）
 ５． 2025  年全国大会（茨城）ご案内
 ６． 全日本鍼灸学会Ｃ講座運用について
　

会議報告
　今回は事前におこなったアンケート報告、質疑応答について討論されました。ま
た、日本鍼灸師会と全日本鍼灸学会が学術提携を結んだことから全日本鍼灸学会の教
育研修部長の福田文彦先生からＣ認定研修会の活用や学会認定制度について説明があ
りました。
　日本鍼灸師会からは安田政寛副会長をはじめ学術委員長ならびに副委員長、学術研
修委員が参加されました。
　まず、各師会研修学術担当者の自己紹介を行い、事前におこなったアンケート報
告、質疑応答について討論が交わされました。コロナ禍を経て、６割（21/34都道府
県）の研修事業開催方法が現地とWEBのハイブリット開催でした。

　manaab leの導入については約15％であり、今後さらなる積極的な導入を期待した
いとの呼びかけがありました。当師会では積極的に導入してきましたが手続きの不便
さやシステム手数料の観点から導入を改める動きになっている旨を報告させて頂きま
した。システム手数料に関してさらに安く設定しているので再検討して頂きたいと回
答がありました。

　次年度の全国大会は兵庫県が主催で令和8年10/3,４で開催予定であるとの報告が
ありました。みなさん是非ご参加されてみてはいかがでしょうか？

　全日本鍼灸学会のＣ認定制度については当師会はすでに活用しておりますが、全国
的にみるとまだ３割しか活用していないようです。是非積極的に活用していただきた
いとのことでした。
　認定制度に関しては鍼灸師の質を保証する制度として専門性を確立し、得意分野を
表していくスタンスで多くの鍼灸師に活用して頂きたいと説明がありました。



７月２８日（月）

青年東海北陸ブロック会議に参加しました

　令和7年7月28日（月）22時から23時まで、ZOOMを用いて「青年東海北陸ブロ

ック会議」が開催されました。この会議には、オンラインという特性を活かして、遠

方にいるメンバーも参加できる形で行われました。

会議の主な議題は以下のように設定されました。

1.  青年委員会と青年ブロック組織についての詳細な説明

2.  新たなブロック長の選出（合議制）

3.  その他の重要事項についての検討

しかしながら、（一社）愛知県鍼灸師会は現在担当者が不在のため、参加者は6名と

いう少人数で会議を進めることになりました。そのため、より親しみやすい雰囲気の

中で意見交換が行われ、一人一人の声がしっかりと反映される結果となりました。

　ここ数年、私たちのブロックは新型コロナウイルスの影響を受け、思うような活動

ができていませんでした。また、メーリングリストの活用も不十分であったため、青

年東海北陸ブロックとしての具体的な行動はほとんど行われていなかったことは、参

加者全員が実感していることでした。しかし、今年からは新たに、準会員や学生会員

向けに何かしらの動きをしたいという希望が表明され、この会議がそのためのスター

トラインとなることが期待されています。

　今後、青年部としてどのような活動ができるか、何を優先して行動すべきかについ

ての議論を重ねながら、具体的なプランを形成していく方針です。これにより、より

多くのメンバーが参加しやすいイベントや活動を企画し、活気に満ちたブロックとす

ることを目指していきます。

　また、今回の会議ではこれまで青年東海北陸ブロック長として長年ご尽力され運営

を担って頂いていた富山の北虎哲先生に変わり、静岡の諸星光汰先生が新たにブロッ

ク長に選任されました。

　 青年部長　渡辺かおり
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　富山県の内田雄二先生を改めてお迎えし、東洋療法実技研修会「私がおこなって

いる奇経治療」実技セミナーが岐阜保健大学医療専門学校の青井俊久校長のご協力

のもと校内の実習室を提供頂き開催されました。

　今回は岐阜県鍼灸師会高田幸枝会長と青井校長が協議され、県師会と鍼灸師養成

学校の連携を促進するために企画されました。会員をはじめ県内外に岐阜県下唯一

の鍼灸専門学校を周知していただく良い機会でもあり、県下の学生が各都道府県鍼

灸師会の地域の鍼灸師との交流を深めるよい機会となりました。

　久しぶりの実技研修で、参加者が全員被験者となり、内田先生の奇経治療を体験

することができました。奇経治療は二種類の異なった種類の金属や鍼を使用して治

療を行います。内田先生はMP鍼という特殊な鍼を用いて治療をされていました。

　講義を伺う前までの私の奇経治療の印象はというと正経から過剰に漏れ出たエネ

ルギーが流通する経絡が８本あり、使用経穴はわずか８穴、そのなかの２穴を選穴

し、それぞれに得意な症状があるという認識でした。しかし、実際は８脈のうち４

穴を本治的に用いることで症状の改善を図ることのできる画期的なものでした。脈

診や切診で治療経穴を選穴します。

　鍼を刺鍼する順番も従来であれば内関の次は公孫となりそうですが、そうではな

く、あたかもメビウスの輪のように治療されていくのが印象的でした。また、補法

は長めで瀉法は短めにとのことで置鍼されているあいだに症状が軽快し身体が整っ

てきます。

　すぐには真似できなさそうですが、臨床に応用してみたいと思いました。

　長年、奇経治療をメインに研鑽を積んでこられた内田先生ならではの奇経治療に

対する説得力があり、臨床で得た知識・見識・経験を惜しみなく提供していただき

ました。

　

９月７日（日）昨年度台風接近のため延期となった

東洋療法実技研修会を開催しました！

　 学術部長　木村真梨

　　   　↑銅鍼　　　　↑亜鉛鍼

                         MP鍼

岐阜保健大学医療専門学校の

青井校長を筆頭にスタッフの

みなさんが大きな立て看板を

作成し、至れり尽くせりな準

備をして出迎えてくださいま

した！！
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　９月７日滋賀県近江八幡市西方寺にて、(一社)滋賀県鍼灸師会が主催する、鍼供養

に参加させていただきました。毎年９月第１日曜日に開催され、我々鍼灸師の日々の

業務を支える鍼への感謝の気持ちを込めて行われます。参加された先生方が臨床で使

用した鍼を持ち寄り、ご住職がご本尊に供え、祈祷が行われます。その後、全員で読

経を行いました。境内には国内でも珍しい鍼の供養塔が設けられており、祈禱の中で

ご住職が述べられていたことばが、たいへん印象深いものでした。曰く「病いを平癒

させんと心を込めて打った鍼を、懇ろに供養することで、その心はまた鍼へと生まれ

変わり、苦しむ人々を救う威力を発揮するのです」とのこと。

　正直なところ、私は使用済みの鍼に対して衛生・安全管理の視点しか持ち合わせて

おりませんでした。このような考え方を新鮮に感じたと同時に、日々の臨床とは、鍼

そのものや、それを製造しているメーカーさん、運んでくれる配送業者の方等々…多

くの人に支えて頂いているのだと感じました。

 供養を行った鍼に恥じぬ、丁寧な仕事をしたいものです。

　

９月７日（日）

鍼供養報告                                                                        
                                                                             　　　共済部長　河村高史

↑鍼の供養塔

←西方寺さんにて

針供養とは・・・
昔から大切に使ってきた針への感謝を込め、針仕

事の上達を願う行事です。豆腐やこんにゃくに針

を刺して供養し、寺社に奉納したりします。﻿
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９月２１日（日）

青年東海北陸ブロック会議に参加しました
                                                                             　　青年部長　渡辺かおり

開催日: 令和７年９月２１日（日） 

開催方法: オンライン（ZOOM） 

参加人数: ５名 

  今回の会議は、青年東海北陸ブロックにおいて、今年度の活動の方向性や具体的な

プランについて意見交換を行うことを目的として開催されました。また、メンバー間

の情報共有や連携の強化を図る機会でもありました。

  今年度の活動内容に関して

大規模イベントの実施が難しい状況: 今年度はスケジュールの都合により、多くのメ

ンバーが集まる大規模イベントの開催が難しいことが指摘されました。このため、静

岡県を主導とした活動案が提案されました。

静岡県主体の学生交流会について: 静岡県には学生部が存在しているため、学生との

交流を重視した活動が計画されています。具体的には、静岡県内に位置する５つの専

門学校のうち、３校から了承を得て、学生同士の交流会を開催する方向で進められて

います。

特に興味深い点として、来年３月に国家試験の終了後に、３年生の学生を講師として

招く計画が立てられています。この交流会では、１年生と２年生を対象に国家試験の

勉強法や、実際に勉強を始めた時期、効果的な学習方法などについての体験談を共有

することが期待されています。学生たちが直面する課題に対して、先輩からの具体的

なアドバイスを得る貴重な機会となると思います。

学生交流会の日程は以下の通り 

 日程:  令和８年３月８日（日） 

 時間:  １４時から 

 場所:  静岡男女共同参画センターあざれあ 

 交流会には、学校の教員や静岡の青年部長がオブザーバーとして参加することにな

っており、静岡の学生たちを集めて行うことが予定されています。これにより、学生

と活動団体のつながりがより強固になることが期待されています。

　今回の会議では、青年東海北陸ブロックのメンバー間での意見交換が活発に行わ

れ、今後の活動に対する理解と期待が深まりました。特に、静岡県を主体とした学生

交流会の取り組みは、実践的な学びの場を提供すると同時に、学生と団体とのつなが

りを強化する上で重要な役割を果たすことが見込まれます。また、ゆるやかな交流の

機会を通じてメンバー間の関係を築き、連携を深めることも大いに必要とされていま

す。

　この会議を通じて、青年東海北陸ブロックが今後も活発に活動を展開していくこと

が期待されます。
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　2025年10月4日と5日の両日、公益社団法人日本鍼灸師会の第20回全国大会が茨

城県のつくば国際会議場で開催されました。この大会のテーマは「求められる鍼灸　

求める鍼灸」であり、参加者にとって最新の知識や技術を学ぶ貴重な機会となりまし

た。さまざまな講演が行われ、特に緩和ケアや不妊治療、北辰会に関する内容が取り

上げられました。

　私が特に印象に残ったのは、YNSA（山元式新頭鍼療法）に関するイントロダク

ション講座です。この講座を担当されたのは、YNSA学会の理事長である加藤直哉

先生です。加藤先生は、その豊富な知識と経験をもとに参加者に新しい鍼治療のアプ

ローチを丁寧に解説してくださいました。

　YNSAは、日本人医師の山元敏勝先生によって開発された鍼療法で、その独特さ

が際立っています。この治療法の一つの特徴は、肘や首にある特定の診断点を用い

て、患者の圧痛や硬結といった反応を探るところです。これらの診断点を特定した

後、それに対応する頭部の治療点に鍼を刺すことで、圧痛や硬結を解消し、結果的

に症状を改善へと導くという流れが標準的な方法です。

　講座では、まずYNSAの基本的な概要が説明され、参加者は実習を通じてより深

く理解することができました。具体的には、参加者がペアになり、診断点である合谷

診や腕の診断点を触ったり観察したりしました。それ以降、頭皮に配置されたA点、

D点、E点を押すことで、腕の診断点がどのように変化するのかを体験しました。こ

の実習を通じて、腕の緊張が緩和される様子を実感することができ、YNSAの治療

法の有効性を身を持って感じることができました。

　YNSAの特筆すべき点は、あらゆる疾患に対応可能であり、対面での治療が容易

であるところです。この柔軟なアプローチは、鍼灸療法の新しい可能性を広げるもの

であり、将来的な実践において非常に価値があると感じています。

　　　　　　　　　しかし、個人的にはこの技術を完全に習得し、正確な診断と治

　　　　　　　　療点の特定を行うことが難しいと感じています。それでも、この

　　　　　　　  ような課題を乗り越え、YNSAの技術を確実に使いこなせるよう努

　　　　　　　　力をしていきたいと考えています。新しい鍼治療法を学ぶことに

　　　　　　　  よって、より多くの患者さんの健康に貢献したいと思います。

１０月４日(土)〜５日(日)

第２０回日本鍼灸師会全国大会inつくばに参加しました
　青年部長　渡辺かおり



令和７年度　第２号（通算２０９号）                                       令和７年１１月１５日発行

　去年は能登沖地震の影響を受け、急遽石川より岐阜がホスト側として参加したこと

が懐かしく感じます。今年はまだまだ通常運転とはいかない中、（公社）石川県鍼灸

師会の先生方にホストをしていただき、大変有難く思います。

　今回私は岐阜の地よりZOOM参加とさせていただきました。（子育て中の私にはこ

の制度、大変有難いです）。

「日本鍼灸師会の現況説明と目標」

　中村会長が力強く言っていらしたのが、去年に続き「あはきの身分法を変える！」

です。おさらいになりますが、あはき法の法律の第一条には、具体的身分の明記がな

く、さらに昭和22年12月20日に制定されたまま。実際のところでいえば最近医療

類似行為者の広告規制が施行されたことで、無資格者の取り締まりではなく、有資格

者の取り締まりになっていることはご存知でしょうか。実質私たち鍼灸師の広告が制

限されています。何かを変えようと働きかけるにも我々の身分法が何を業にする職業

なのか明記がないことに起因して動きにくくなっており、身分法を変えるために根拠

や裏付けがいるので日本鍼灸師会と全日本鍼灸学会が協力をする締結をしたとの事で

した。また鍼灸の有用性を示すべく、標準化カルテの審議も進んでいます。ここで感

じたのが日本鍼灸師会から配信される「○○アンケートのお願い」も、根拠に関わっ

てくるので積極的に参加したいと思いました。

「各県師会活動報告」

　ブロックの中では「災害対策」をはじめ多くが議論されました。特に災害対策は石

川県が体験されたことを基にシステムを作ることが急務ですが、結局はマンパワーが

問題です。そもそも人が足らないことではなく、教育のついた動ける鍼灸師を育てる

ことが課題になりそうです。

会の運営に関しては時代的背景も踏まえ、会計を見直すとあがっていましたが、岐阜

県においてはこの数年をかけて整理しており、新たな収入源を構築しているところで

す。どの県も対外的にも勇んで活動しておられ、参考にしたいこともありました。

来年度は三重県の「津」で開催予定。お伊勢参りとともにどうぞとの事でした。

１０月１２日(日)〜１３日(月)

東海北陸ブロック会議in石川に参加しました
　組織部長　高橋順子

→

会場参加の

高田会長と藤吉財務保険部長



日時：令和７年１０月２５日（土）～２６日（日）

参加者：１０月２５日（土）８名

　　　　１０月２６日（日）９名

場所：湖南市総合体育館

　上記の日時で、滋賀県湖南市にある湖南市総合体育館にて、(一社)滋賀県鍼灸師会

が主体となりコンディショニングルームが設けられ、バレーボール選手（知的障害

の部）のサポートを行いました。本会からは２日間合わせて４名の会員が参加しまし

た。

　

　サポートとしてはマッサージやストレッチ、テーピング、鍼を行いました。利用者

は２日間のべ６０名程度。一人あたりの対応時間は２０分程度とし、３台のベッドで

施術を行いました。（チームで５～６名一度にみえることもあり、その場合は身体の

状態に応じてブース外の椅子に座った状態で施術を受けていただきました）

　

　試合前の調整として施術を受ける選手が多い印象で、朝一の受付は２日とも混み合

いましたが、選手の試合開始時刻に合わせて予約を取ることで、スムーズにご案内す

ることが出来ました。ベテランの先生方のおかげで、受付対応とベッドの割り振りと

いった役割分担が上手くいき、チームとして動けていました。

　また、スポーツの現場対応に慣れている先生がいてくださったおかげで、スポーツ

障害を普段見る機会が少なくても安心して運営に関わることが出来ました。普段は他

の鍼灸師の患者さんへの対応を見ることはほぼないので、ベテランの先生方の接遇や

施術の流儀を垣間見ることが出来た事は、またとない学びの機会でした。

　一つ心残りなのは、試合後のリカバリーの利用が少なかったことでしょうか。回復

を早めてくれるのも鍼灸の良さですので積極的に声掛けをして利用を促せたらよかっ

たかもしれません。

　

　障スポという大規模な大会に関わらせていただき、貴重な体験となりました。感謝

申し上げます。
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１０月２５日(土)～２６日(日)

わたSHIGA輝く障スポに参加しました
　 共済部長　河村高史

←湖南市総合体育館にて

↓受付の様子



　会報誌広告として多くの企業様にご協力いただいております。この場を借りて厚

くお礼申し上げます。

　会員の皆様には広告主様の企業についてさらに理解を深めていただくために、企

業の紹介や製品の説明など深掘りしたいと思います。

　第１回目は「チャッカマン」で有名な㈱東海様のご紹介をさせていただきます。

　令和６年度事業の新たな試みである研修会における企業とのコラボでお世話にな

りました点火棒大手メーカー、株式会社東海（以下、東海）さんから、お灸向けの

新商品が出ました。今回はその記念特集です。

　研修テーマがお灸でしたので、鍼灸師にお灸の点火に必要な道具の情報も教えて

いただきました。そして目玉は試供品をいただけたことです。ではおさらいもかね

て改めていろいろお尋ねしたいと思います～

以前に子どもによるライター事故に対して、いわゆるCR（チャイルドレジスタン

ス）規制が施行されました。これにより点火ボタンが重くなりましたが、それに対

して法的な区分けをお教えください。

（東海）CR規制の具体例はライターの種類によって以下の通りとなります。

　

　

（東海）CR規制の対象外になる条件は以下の通りとなります。

東海さんの「チャッカマン」は日本製で、保証もあり安心安全ですね。
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　広告主インタビューVol.1

　 「（株）東海 」 様
組織部長　高橋順子 

新企
画！新企
画！



東海さんの商品はいろんな場面での点火に対応されており、
お灸の点火にも目を向けていただきました。
そこで今回の新商品「ホタル」です。
今までの点火棒と大きく違うところは見た目、
火口部がメッシュになっているところ。これはとても
特徴的ですがどうしてこの形にされたのでしょうか。

（東海）鍼灸師の先生方に、点火具の使用状況を
ヒアリングしたところ、「火を嫌がる患者さんが
多いので火が出ないタイプがあると良い。」
とのお声をもとに製品開発を行いました。

私も「ホタル」を使用してみました。ここからは個人の感想です（笑）
私はお灸の治療をよくします。タイプは台座灸と知熱灸。
治療で使うお灸の壮数は多い方だと思います。
また患者さんにセルフケアとして自宅灸をお願いしています。
第一にまずまずのターボ感（音も）。いいところは
風があっても炎が揺らぐことはないので、
安定して点火できます。動きながら点火して炎が揺れ、
あちちっとなることは無いです。ですので火に不慣れな方（患者さん）向けかと思い
ます。私も患者さんに自宅灸のレクチャーをしますが、お灸自体の案内と炎の特性を
踏まえた火の取り扱いと、ゴミの始末を案内していますが点火の道具の案内はしたこ
とがありませんでした。

以上から「ホタル」は患者さんが自宅灸をされる際、点火用にお勧めすることができ
ますね。ちなみに「ホタル」はどこで入手できますか？

（東海）※2025年10月17日現在　(五十音順)
 イトウメディカル様、（株）医道の日本社様、タカチホメディカル（株）様、セネフ
ァ（株）様、ダイヤ工業（株）様、（株）ミルキーウェイ様、（株）明健社様、（株）
メイプル名古屋様、以上の8社様となります。
「ホタル」以外の点火棒は、ホームセンター、スーパー、コンビニエンスストア、オ
ンラインショップなどでお取り扱いいいだたいております。

なんと、岐阜県鍼灸師会の広告主様が入ってますね。お買い求めは是非そちらで～

改めて「ホタル」の強みはどんなところでしょうか。

（東海）「ホタル」の特長は以下となります。
・火力が強い炎の出ないライター・プッシュボタン式で押しやすく、
　柔らかい操作性
・縦置き可能・繰り返し使用可能な安心のガス注入式
・「ホタル」専用に開発した圧電式点火ユニットで、8,000回以上の着火耐久を
　実現！（業界最高レベル）←東海さんのレベルの高さを感じます
・下向きでもスムーズに点火できるメッシュ式バーナーを搭載。火が苦手な患者さん
にも安心です（特許出願中）←東海さんの今回一番の売りですね。

私たち鍼灸師は一度に多数の点火が必要となる場合が多いので、従来のチャッカマン
の方も良いと思います。《メッシュ部が赤くなるのに2～3秒かかる、15秒を超えて
点火しない、メッシュ部に直接接触しない方がいいとの事ーメッシュ破損の原因とな
るー》
今後も是非鍼灸師向きの商品も期待しています！以上、現場からでした～

　　   　↑「ホタル」
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（公社）日本鍼灸師会は、2025年11月に創立75周年を迎えます。この特別な節

目を祝うために、永年にわたり鍼灸師会に多大な貢献をされた方々に対して『会長

表彰』及び『会長感謝状』が授与されることとなりました。本会からは以下の先生

方が授与されます。

創立７５周年『会長表彰』受賞

大嶋 春道 先生

創立７５周年『会長感謝状』受賞

岩田 隆司 先生

長谷川 和弘 先生

二村 則夫 先生

表彰日時：令和7年11月30日（日）　

式典会場：ホテルベルクラシック東京
                〒170-0005   東京都豊島区南大塚3-33-6

表彰の方法：創立75周年記念式典において、表彰状・感謝状が授与されます

『会長表彰』推薦基準

都道府県師会の役員として従事年数が通算10年以上あり、かつ本会在籍30年以上

であって、都道府県師会長が特に表彰に相応しいと認める者

『会長感謝状』推薦基準

本会在籍30年以上であって、都道府県師会長が相応しいと認める者 

創立75周年『会長表彰』『会長感謝状』受賞について

表彰される先生方、誠におめでとうございます！ 

この表彰は、皆様の長年にわたる努力と貢献を称え

る重要な式典です。これからも、さらなるご活躍を

期待しております。

広報副部長　　渡辺かおり

時間は未定
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清野鍼灸院　清野美登利

　私は鍼灸師として働き始めて、１７年ほどになる

ようです。この間、様々なライフステージの変化が

あり私に限らず人生というものはいろいろあるもの

だなぁと、思い返しています。

　その中で鍼灸師としての仕事は生活の中心であり

基盤でした。何があっても施術中は自分のことは

一切横においておき、患者様へ全力集中です。今あ

る自分の力を使って、患者様の為にできることを。

ただこれだけを地道にコツコツと続けてきました。

「会員の活動」というお題をいただきましたが、派

手なことや華やかなことなど何もなく、これといっ

た大きな活動をしてきたわけでもないのです。

　この何でもない日常の中に、患者様やその患者様

に関わるご家族、友人、社会へ、何かしらの貢献や

お役に立てることがあり、「ありがとう」の言葉や、

体や心が軽く楽になって帰られるお姿が励みになっ

ています。

　人生におけるライフステージの半分以上がすんだ

（のでしょうか？）今、私がしたいと思うことは

「今ある自分の力」をもっと底上げし、もっと多く

の方の為に役立てたいということです。学ばなけれ

ばいけないことはまだまだありますし、もっともっと多くの方や社会と関わっていきたいです。

具体的にどうしていこうということは模索中ですが出来る活動のお誘いはいつでも大歓迎です！

あまり、人前で話したり目立つことは苦手な一鍼灸師ですが、どうぞよろしくお願いいたしま

す。

※写真は子どもの学校から配布された数粒の種籾から育てた、たったバケツ１杯の稲です。

「実るほど頭を垂れる稲穂かな」

謙虚さや初心を忘れずこれからも鍼灸師を続けていきたいと思います。

会員の活動　
                         清野鍼灸院　清野美登利

清野先生、ありがとうございま

した！

今ある自分の力の底上げってい

い言葉ですね♪皆さんで切磋琢

磨できるといいですね！



　初めまして。学生会員として8月に入会しました、中和医療専門学校1年生の原

亜紗子と申します。

　以前は10年ほど化粧品の販売員をしていました。前職を通じて、どれだけ高価

な基礎化粧品で一生懸命にお手入れをしても、心身が健康でないと肌を綺麗にする

には限界があると痛感しました。そうして様々な自然療法を暗中模索する中、東洋

医学にとりわけ興味を持ったことが鍼灸の道を志すことになったきっかけです。

　いざ学校に入学してみると、鍼灸師になるためには東洋医学だけでなく西洋医学

の知識にも長ける必要があることを知りました。どちらの勉強も大変楽しく、両方

を使いこなせる治療家を目指して日々邁進しています。

　私は2年前に祖母を膵臓癌で亡くしています。あらゆる癌の中でも特に痛みが強

いという膵臓癌ですが、私は苦しむ祖母を目の前に、何もしてあげられませんでし

た。

　鍼灸が癌患者さんの痛みの緩和ケアに有効というのを最近知りました。祖母への

無念を晴らすべく、苦しんでいる患者さんの痛みを減らして楽にしてあげられる鍼

灸師になりたいと思っています。

　私は育ちは三重県ですが、学校に通うために祖父母の住んでいた岐阜のお家に引

越してきて半年になります。岐阜県に知り合いが殆どいないので、貴重なご縁でこ

の度こちらに入会させて頂けて大変嬉しく存じます。岐阜県が好きですし、卒業後

も岐阜県で働きたいと思っています。今後とも是非よろしくお願いいたします。
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新入会員のご紹介　
                          岐阜県鍼灸師会へ

ようこそ

 岐阜県鍼灸師会へ

ようこそ

　現在、岐阜保健大学医療専門学校、はり・きゅう科1年生です。1987年生まれ

です。

　元々アート製作に興味があり、美大を卒業しましたが、子育て中に体調を崩し、

健康の大切さを痛感、健康について考えるために鍼灸の勉強をしています。

　家族、また自分のように子育てをしているお母さんや子供、社会を支えるため頑

張っている人など、色々な人を癒せるようになりたいです。

　今もアートは好きなので、映画を見たり美術館に行くのは自分の好きな時間で
す。何卒よろしくお願いいたします。 

原亜紗子さん　(学生会員)

平野茉莉子さん　(学生会員)

岐阜市　高瀬彩香先生　(正会員)　LIVIN鍼灸院

　初めまして、高瀬彩香と申します。美容鍼を通じて、心と身体の両面から美しさ

をサポートする施術を行っています。

　学びを深めながら、地域の皆さまの健康と笑顔づくりに貢献していきたいと思い

ます。

　どうぞよろしくお願いいたします。



●岐阜県鍼
灸師会緊急連絡用

このグループチャットの目的

　

◼︎会員の災害時、安否確認を速やかに

行うため

（地区担当の理事が連絡します）

◼︎被害に遭われた方が簡便に返信がで

きるため

　

被災された会員にはお見舞金

を支給いたします。

岐阜県鍼灸師会のLINE連絡方法は　　種類です

例えば・・・活用方法

新しく出た鍼、使われた先生いらっしゃいますか？

こんなイベントあります！

研修会出た方先生方でシェア会しませんか？

など気持ちの良い交流が出来ると良いかと思います！

通知あり：緊急用のため

グループLINEのアイコン

●岐阜
県鍼灸師会オープンチャット

このオープンチャットの目的

　

◼︎気軽に情報交換を行えるた場作り

◼︎研修会情報を受け取るため

　

横のつながりを目的としています。

通知なし：情報交換のため

２２
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NELS　E　ラーニングとは？

　2020年5月から稼働した無料（日本鍼灸師会会員のみ）のオンラインスキルアップ講座です。
「learn ing  Box」というEラーニングアプリを活用し、ご自身のパソコン・タブレット・スマートフォ
ンを用いていつでも閲覧が可能です。受講後には修了証が授与されます。

▶︎NELS　E　ラーニングは

 　①臨床基礎コースリニューアル
 　②生涯研修コースリニューアル
 　③専門領域研修コース

３つのコースで構成され、動画は15分程度の短編で視聴しやすくまとまっています。

　鍼灸師の資質向上をもって国民の健康回復・維持に貢献することを目的とし、開業鍼灸師のみならず
勤務鍼灸師や学生等どの立場の方が閲覧しても学びになるコンテンツがたくさん提供されています。臨
床に役立つ学術知識、他業種との連携に役立つ紹介状の書き方、経営法やここ数年問題視されている患
者・鍼灸師を守るためのリスク管理（患者の権利、医療過誤やクレーム、ハラスメント、個人情報の取
り扱い）について、いま一度確認することができます。

　　　　受　講　方　法
NELSお申込みはこちらをクリック！   　　  二次元コードをご利用ください▶︎
　　▽
受信可能なご自身のメールアドレスを入力
　　▽
確定（事務局よりメール）
　　▽
メールに記載されたサイトより受講申し込み申請
　氏名、メールアドレス、都道府県、日鍼会会員種別（正会員・準会員）※１、
　鍼灸免許取得年（西暦）、日鍼会入会年（西暦）※１、
　希望コース（初回は臨床基礎コースのみ選択可）
　　▽
確定（事務局よりメール）
　一週間程で登録手続き完了。事務局よりメール「learn ing  BOX（アプリ）」へのご招待案内が　
　届き閲覧可能となります。すでに登録がお済みで登録完了メールを紛失され、ID/パスワードが　
　お分かりにならない場合はパスワードの再設定も可能です。
　　▽
ログイン後
　Eラーニング研修 NELS ( l ea rn ing  BOX）をクリック
　コースを選ぶ⇒クリック⇒3つのコースがありますので
　受講したいコンテンツをお選びください

※１に関しては、日鍼会事務局 in fo@har ikyu .or . j pにお問い合わせください。
～日鍼会マイページログインについて～
日鍼会ホームーページ⇒ログイン⇒マイページログイン⇒日鍼会へ登録してあるメールアドレ
ス、
初期パスワード(jama4189)を入力してログインしてください。日鍼会入会日や会員種別も記
載してあります。    

NELS　E　ラーニング研修システム
が面白い！ 学術部長　木村真梨
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https://nels.press/archives/lp/n1


■生涯研修コース（LES）リニューアル版

治療継続意欲及び治療の工夫シリーズ

LES02-01-1  肩関節痛の鍼灸治療（再⽣時間10分20秒）

高田幸枝

治療継続意欲及び治療の工夫シリーズには肩関節痛と膝痛があり、今回は前者を受講しました。

　肩関節の可動域が日常生活に差し障りないレベルになると通院を中止される患者さんはいませ
んか？治療を継続してもらうためには可動域制限があると転倒したときに手で支えられず、頭部
を打ってしまったり、股関節骨折などで寝たきりになったりする可能性が高くなることを説明し
ていました。
　大げさなことかと思いましたが、当院でも肩関節に可動域制限のある患者さんが浴室で転倒し
て、坐骨を打撲されました。手すりはありましたが肩が痛くて、つかまることができなかったそ
うです。高齢なため筋力低下もあり、思うような治療効果も表れなくて通院の意欲が低下してい
ましたが、これを機に熱心に通院されるようになり少しづつ可動域も広がっていきました。
　五十肩の治療の工夫としては結節間溝への刺鍼では腕を曲げる。巨骨への刺鍼で気胸が怖い場
合は内側からやや外方に向けて刺入するとよい。コッドマン体操（五十肩体操）を痛がってやら
ない患者さんには腕に力を入れずに体を使って相対的に上げる体操を指導するといいそうです。
詳しくは動画をご覧ください。

■生涯研修コース（LES）リニューアル版

保険取扱い疾患シリーズ

LES01-01  (1 )  腰痛の診方 （再生時間51分39秒）                                         

河村高史

  腰痛は鍼灸院においてよく遭遇する疾患ですが、まれに鍼灸が適応外の疾患が隠れているケー
スもあります。本講義では腰痛の病態を大きく3つに分けて解説し、適切な対応ができるように学
習します。

1.対象となる症状、鑑別のゴール、腰痛の起きる病態生理（機序）や腰痛を起こす危険因子
2.Aの対応（鍼灸治療を継続することで患者および鍼灸師に不利な状況を招く病態）
3.Bの対応（初めから西洋医学と併療すべき病態）
4.Cの対応（鍼灸治療を行うが、経過観察で判断する病態）
　
  腰痛で鍼灸院を受診される方は、多くの場合はCの対応で問題ないものと思われますが、AやＢ
の対応を必要とする方もみえることも事実です。病態やニーズに応じて西洋医学の診断と治療を
提案できるかどうかも鍼灸師の力量なのだと感じました。

Let'sLet's

E-LearningE-Learning
Let's

E-Learning
受
講し
てみました！

受
講し
てみました！

N E L S  E - ラ ーニングN E L S  E - ラ ーニング

～コンテンツ紹介～～コンテンツ紹介～
理事のみなさんが受講した内容を報告いたします。

受講の参考にしてください。

(公社)日本鍼灸師会ホームページ⇒

イベント情報⇒Eラーニングをチェック！
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　情報発信をより迅速に行うため、2026年3月25日をもちまして本メルマガを終
了し、公式LINE等のSNS配信へ完全移行いたします。
　なお、移行完了までは隔週（第2・第4水曜日）のメルマガ配信を続けつつ、SNS
での情報発信も順次開始いたします。
　
　鍼灸関連の情報をすぐにお届けするために、日本鍼灸師会公式Instagramを行っ
ています。鍼灸に関するお知らせ、鍼灸師の日常に関する身近なことなど、さまざ
まな内容を発信したいと思います。お気軽にフォローをお願いします。

　また、Facebookでも、テレビ番組、研修会、健康サポートや東洋医学に関する
ことなどを情報配信しています。 そちらもぜひ、チェックしてみてください。

登録して
最新情報を
受け取ろう！

（公社）日本鍼灸師会のメルマガ配信終了とSNSへの
移行について

広報副部長　渡辺かおり

(公社)日本鍼灸師会LINE

h t t p s : / / l i n . e e / 1 W a 3 Y b J

https://lin.ee/1Wa3YbJ


事務局だより　
                         会長　高田幸枝

☆会員番号と施術者登録番号の違いについて
　（公社）日本鍼灸師会ホームページのマイページに記載されてある「会員番号」

と「施術者登録番号」の違いはご存じでしょうか？

　マイページにある「会員番号」はマイページ上での整理番号の様なものとなりま

す。

　「施術者登録番号」について以前は保険を取扱う際に、療養費支給申請書の施術

者の登録記号番号を記載する所に記載していただいておりました。（現在は違う番

号を記載する様になっております）。

　現在は日鍼会の正会員の証明にもなる会員番号のようなものとなり、４桁ある登

録番号の内、頭の２桁が都道府県番号(01～47)、次の３桁が団体番号(001は日本

鍼灸師会)、６桁目以降が免許番号で、最後の３桁は免許の種類と検証番号(自動計

算)という組み合わせで作成されております。

なので、14桁の番号を見れば、どの団体のどの都道府県かがすぐ分かる様になっ

ております。

　使用する機会としては、各種研修を受講する際等に、会員番号の記載を求められ

た場合は、この「施術者登録番号」の記載をお願いします。

「施術者登録番号」を知りたい方は事務局までご連絡ください。

　

☆新しい徽章（ピンバッジ）ができました
　従来の徽章に加えて台座付きの新しい徽章ができました。会長、副会長は台座付

きの徽章を、理事、監事には従来の徽章をつけて活動を行っています。個人でも購

入することができますのでご希望の方は事務局までご連絡ください。

 

☆新しい広告主様が加わりました
　本号より揖斐郡池田町にある産業廃棄物処分業の㈱エシカル様が広告主様になっ

ていただきました。詳しくは最終ページの広告をご覧ください。引き続き、新たな

広告主様を募集中ですので、ご協力いただける企業様は、事務局までご連絡をお願

いいたします。
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 会務の一部を

報告します

 会務の一部を

報告します

台座付き

4,450円

（税込み）

通常版

1,650円

（税込み）

※送料はバッジの種類・個数に

よって変わります。



医療廃棄物の処理委託について（使い捨て鍼等の処分方法）

　医療廃棄物処理法の改正により、現在「会」で回収出来なくなっております。各個人、各施
術所で、下記団体に加盟されている感染性廃棄物処理業者と個人契約をし、使用済みはりや衛
生材料（綿花等）の適切な医療廃棄物処理をお願いします。
業者は、県内各地にありますので、下記のホームページで検索してください。

　　　　　岐阜県産業環境保全協会　http ://www.g i fu -hozen . jp/

　本会の広告主でありますエシカル様への契約もご検討ください。

　　株式会社エシカル
　　（医療廃棄物処理業者）
　　住所　揖斐郡池田町田畑304-1
　　電話　0585-35-5380　
　　メール　info@eth i ca l . co . j p
　　担当　稲川大輔様
　

年会費納付のお願い
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会計　藤吉徳孝

▼振込取扱票（青色用紙）による振り込み
ゆうちょ銀行の窓口で受け取りをお願いします。
ゆうちょ銀行口座記号・番号:00830-8 -83446
加入者名:一般社団法人岐阜県鍼灸師会

▼ゆうちょ銀行への振り込み（振込手数料はご負担ください）
【ゆうちょ銀行の方】　　　　　　　　　　　　　　
記号　１２４４０
番号　１５８４２２５１　
【ゆうちょ銀行以外の方】
店名　二四八（読み　ニヨンハチ）
店番　２４８
普通　１５８４２２５
振込先：シヤ）ギフケンシンキュウシカイ

納付期限 全期一括の場合 44,000円 6月30日まで
分納の場合 前期分 24 ,000円 6月30日まで
後期分 20,000円 11月30日まで
期日厳守で納付の方をお願いします。

会費の内訳⇒21,000円:本会会費, 15 ,000円:日本鍼灸師会会費, 
2 ,000円:日本鍼灸師連盟会費,  約7,000円:鍼灸賠償責任保険料

※定款第５条より事業年度は毎年４月１日に始まり３月３１日に終わりますので４月１日以降に上記の期
日までに年会費の納付をお願いいたします。

令和７年度　第２号（通算２０９号）                                       令和７年１１月１５日発行

会員の皆さまへ

http://www.gifu-hozen.jp/



















